
 

  

■ はじめに 

国土地理院では、商用電源や通信設備等のインフラが

整備されていない地域においてリアルタイムでの地殻変

動監視を目的として、GNSS 火山変動リモート観測装置

（Remote GNSS Monitoring System。以下、REGMOS とい

う。）を開発し、国内の活動的な火山地域において運用し

ている。REGMOS は制御装置やソーラーパネル、通信装

置を備えた自律的なシステムにより安定的な観測を継続

している。 

 
■ REGMOSの特徴 
１．観測項目 

REGMOSでは①GNSS、②温度（外気、地盤、筐体内
部）、③傾斜（筐体及び地盤）、④全磁力、⑤バッテリー電
圧の各データを取得している。また、⑥ネットワークカメラ
により画像を撮影し、火山周辺の状況及び積雪地帯にお
けるGNSSアンテナレドームへの着雪状況を監視している。
また一部の観測点においてはGPS衛星以外の測位衛星
（GLONASS、Galileo、準天頂衛星（QZSS））の電波をGPS
衛星に加えて受信するマルチGNSS観測を行っている。 

 
２．通信 

観測データは１時間毎に、国土地理院に転送される。ま
た、国土地理院本院からの遠隔操作が可能であり、頻繁
に現地に赴くことの難しい山頂や火口付近であっても、火
山活動に応じて各種データの取得条件の変更が随時可
能である。通信方法は設置場所により、衛星携帯通信と地
上携帯通信から選択して使用している。衛星携帯通信で
は離島などでも通信が可能である。地上携帯通信では大
量のデータを低コストで送信できるため、REGMOSの画像
撮影システムでは最短で撮影間隔10秒の画像を準リアル
タイムで取得する機能を持たせている。 

 
３．電源 

観測や通信の電源は筐体に取り付けられたソーラーパ
ネルで発電された電力により賄う。充放電コントローラによ
り、日中の発電余剰電力はバッテリーに蓄え、夜間の観測
及び通信に使用している。また、バッテリー残量に応じて
観測及び通信条件を自ら調整する。万一電力不足により
制御装置や通信装置が停止した場合も既定電圧に達した

段階で自動復帰し観測を再開する。 
 
４．筐体 

①  REGMOS-H 
積雪寒冷地（図1）での発電効率を考慮した八面体構
造を採用し、設置時はヘリコプターもしくはクレーン付
きトラックで運搬する（設置事例：富士山、北海道駒ヶ
岳、樽前山等）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  REGMOS-mini 
分解し、バンタイプの車両で現地まで運搬することが
できる。機動性に優れ、少人数での設置が可能であり、
緊急時の設置に有効である（設置事例：箱根山（大涌
谷周辺）（図2）、口永良部島等）。 
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図１ 積雪地域での観測（REGMOS-H） 

図２ REGMOS-mini の設置 

 

  

■ はじめに 
近年、記録的な大雨や局地的・短時間の豪雨が頻発す

る傾向にあり、全国各地で河川の氾濫等による水害が発
生している。また、平成27年9月関東・東北豪雨による甚大
な被害は、記憶に新しいところである。 

近年大きな水害に見舞われていない自治体においても、
平常時から適切な対策を講じる事の重要性が増している
と言える。 

水害に対する危機管理は災害状況や地域の特性を踏
まえて臨機応変に対応すべきものだが、全国共通的に注
意すべき重要事項も少なくない。近年の被災を経験した
自治体の知見は、他の自治体にとっても危機管理の参考
になるものだが、その知見が全国の自治体等の間で共有
されているとは言い難い現状がある。 

国土技術政策総合研究所では、被災を経験した地方
自治体が持つ知見の全国的な共有および被災経験の無
い地方自治体の水害危機管理の向上を支援することを目
的に、「水害危機管理に関する教訓事例集」を作成した。 

 
■ 活動内容 
１．課題の抽出 

平成16年～平成26年に発生した11の水害において、
被災した自治体が災害の経緯や発災時の危機管理対応
の実態を調査し、課題の検証を行った資料を収集した。こ
れらの資料から、他の自治体にとっても同様のことが起こ
りうる課題を抽出した。 
２．課題の分類整理 

抽出した課題を、災害・自治体の枠を越えて、同種の課
題同士をまとめる形で整理した。このとき、「結果的に何が
起こったか」よりも「どうしてそれが起こったか」、すなわち
発生原因に着目し、同様の課題発生を防ぐため普段から
確認すべきことに共通性がある課題同士を同種課題とし
て分類した。 
３．確認項目の設定 

発生原因に着目して分類した課題のグループそれぞ
れに対し、発災時における課題の発生を防ぐために普段
から確認しておきたい事は何か、という観点で、確認項目
を設定した。 

なお、各確認項目には、課題を具体的にイメージできる
よう、その確認項目設定の元となった被災自治体の事例
をリンクさせた。 
 図１に、一連の作業イメージを示す。 

■ まとめ 
災害・自治体ごとに個別に整理されている既往水害の

危機管理対応の検証資料から、横断的に課題を抽出・整
理し、全国的な知見の共有の一助となる事例集を作成し
た。 

今後も現場の意見等を随時収集しながら、より良い整理
方法の検討および事例集の充実を図る。 

 
 

 
図１ 事例集の作成イメージ 
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■キーワード： （1）水害危機管理 
 （2）対策支援 
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各種防災拠点・施設
について、ハザード
マップ等で浸水の可
能性を確認。

・浸水想定区域内に
位置していないか。

・やむをえず浸水想
定区域内に設置する
際は浸水対策を。

課題 課題 課題

横断的に課題を抽出

既往水害に被災した自治体の
危機管理対応検証資料

浸水関連の課題

・災害対策本部が浸水し停電、防災情
報システムや非常時用電話が使用不
可になり、連絡・情報収集に支障をきた
す。
・非常用発電機が浸水し、機能停止。
・備蓄拠点の1 階が浸水し、物資が流
出。
・避難所が浸水。

課題事例 確認項目を設定

マスコミ関連の課題

・行く先々で各マスコミの取材等を受け、
災害活動事務に支障が出た。

・避難勧告等を県の被害情報集約シス
テムに入力すると、自動的に報道機関
に伝達されるため、一番緊張し対応に
追われている時間に取材の電話が入
る。

・市が喫緊に広報すべき情報の周知手
段として、メディア活用が不十分だった。

・マスコミ対応やマス
コミへの情報提供
ルールが必要。

・報道機関対応担
当者を配置

・定期的な報道連絡
（1日1～2回）を行う。

既往水害の事例と確認事項を対応づけて参照
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